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第１章 組織と定員管理 

１ 組 織

（１）組織の現状・変遷

  豊島区の組織は、議決機関として区議会、執行機関として区長、教育委員会、選挙管

理委員会、監査委員、補助機関として副区長、区長部局（８部）及び会計管理室で構成

されています（図１－４参照）。

過去の大規模な組織改正（表１－１参照）を見ると、平成１２年度には、福祉部と衛

生部の統合、東京都からの清掃事業移管に伴う清掃環境部の設置、出張所の廃止、東西

の区民事務所の設置が行われました。また、平成２７年度には、新庁舎への移転に伴い、

大規模な組織機構の再編を行いました。

平成 31年度は、高齢者にやさしく住みやすいまちを目指す体制を整備するため、「総
合高齢社会対策推進室」を設置し、さらには、全庁的なコンプライアンス体制を推進す

るため「コンプライアンス担当課長」を設置する等の組織改正を行いました。

表 １－１ 主な組織改正の内容

平成 12 年度

◇部組織を「政策経営部（旧企画部）」「総務部」「区民部」「清掃環境部（旧リサイクル・
清掃対策室）」「保健福祉部（旧福祉部・衛生部）」「子ども家庭部（旧児童女性部）」
「都市整備部（旧都市整備部・建築部）」「土木部」に再編 
◇「12 出張所」を廃止して「東部区民事務所・西部区民事務所」を設置 

平成 13 年度 ◇区立保育園 4園廃止 

平成 14 年度

◇「健康担当部長」を設置 

◇「長期計画担当課長」の新設 

◇保健所を統合（長崎保健所を廃止）して「長崎健康相談所」を設置 

平成 15 年度

◇「商工担当部長」を設置 

◇「区有財産活用担当課長」「文化デザイン課」「観光復興担当課長」の新設 

◇「計画道路事業課」の廃止 

◇目標管理制度の導入 

平成 16 年度

◇「商工部」を設置 

◇「文化担当部長」を設置 

◇「危機管理担当課長」「治安対策担当課長」の新設 

平成 17 年度
◇教育委員会事務局組織を「教育総務課（旧庶務課）」「学校運営課（旧学務課）」
「教育改革推進課」「教育指導課（旧指導室）」「中央図書館」に再編

◇教育委員会の「生涯学習課・スポーツ振興課」を廃止して、区民部に「学習・スポーツ
課」を設置 

◇「文化施設課」の新設 
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平成 18 年度

◇商工部と文化担当部長を統合して「文化商工部」を設置 
◇「施設管理担当部長」を設置 
◇「庁舎建設室」「医療制度改革担当課長の新設 
◇組織目標におけるバランス・スコア・カードの導入

平成 19 年度

◇「助役」を「副区長」に改め、「収入役」を廃止し「会計管理者」を設置 
◇「施設管理担当部長」を「施設管理部」に改組 
◇教育委員会事務局の次長制を廃止し、教育総務部を設置 
◇「施設計画課」の新設 
◇グループ制の導入

平成 20 年度
◇図書館の区長部局への移行（補助執行） 
◇「特命参事」の設置 
◇「高齢者医療年金課」の新設 

平成 21 年度
◇「特命参事」を廃止 
◇「清掃環境部」の組織再編 
◇「学校施設課」を新設し、「教育改革担当課長」を廃止 

平成 22 年度
◇担当課長の新設（セーフコミュニティ・庁舎建築・がん対策・マンション担当） 
◇「西部生活福祉課」の新設 
◇副参事（現庁舎周辺まちづくり担当）の新設 

平成 23 年度
◇「建築住宅担当部長」の新設 
◇「教育センター」を課組織に変更 
◇「防災計画担当課長」の新設（9 月～） 

平成 24 年度

◇「新庁舎担当部長」の新設 
◇「シティプロモーション担当課長」の新設 
◇「自治協働推進担当課長」「がん対策担当課長」を廃止 
◇「都市整備部」の再編 

平成 25 年度

◇特命政策担当部長、地域まちづくり担当部長、土木担当部長の新設 
◇現庁舎地活用担当課長、防災情報担当課長、総合窓口開設準担当課長の新設 
◇防災計画担当課長を廃止 
◇「都市整備部」と「土木部」を統合し、「都市整備部」に再編 
◇スタッフ職担当課長制度の導入 

平成 26 年度
◇「図書館担当部長」の廃止 
◇「総合相談担当課長」「現庁舎地建築担当課長」「自立促進担当課長」「福祉施策特
命政策担当課長」「保育政策担当課長」「副参事（木密不燃化担当）」の新設 

平成 27 年度

◇「特命政策担当部長」を廃止、選挙管理委員会事務局長及び監査委員事務局長の
職級変更、「危機管理監」を新設（１月～） 
◇「長期計画担当課長」「国際ｱｰﾄ･ｶﾙﾁｬｰ都市推進担当課長」「副参事（東京ｵﾘﾝﾋﾟｯ
ｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ競技大会組織委員会派遣）」「収納推進担当課長」「地域包括ケア推進
担当課長」「障害福祉サービス担当課長」「副都心再生担当課長」「副参事（調整担
当）」の新設 

◇「防災情報担当課長」「福祉施策特命担当課長」「中央保健福祉センター」「副参事
（木密不燃化担当）」「選挙管理委員会事務局次長」「監査委員事務局次長」「庁舎建
築担当課長（７月～）」「総合窓口開設準備担当課長（７月～）」「区民部副参事（調整
担当）（７月～）」の廃止 

◇防災危機管理組織、障害者福祉組織、保育園組織の再編 
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平成 28 年度

◇「東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ連携担当部長」「国際ｱｰﾄ・ｶﾙﾁｬｰ都市推進担当部長」の

新設 

◇「新庁舎担当部長」「建築住宅担当部長」の廃止 

◇「女性にやさしいまちづくり担当課長」「東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ連携担当課長」「ア

ーカイブ担当課長」「新ホール整備担当課長」の新設 

◇「長期計画担当課長」「シティプロモーション推進室長」「副参事（東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘ

ﾝﾋﾟｯｸ競技大会組織委員会派遣）」「地域包括ケア推進担当課長」の廃止 

◇「東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ連携担当部長」「東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ連携担当課長」

を文化商工部に移管（１１月～） 

平成 29 年度

◇「施設管理部」の廃止、総務部へ移管 

◇「公民連携推進担当課長」「多文化共生推進担当課長」「東アジア文化都市推進担

当課長」「介護保険特命担当課長」「児童相談所設置準備担当課長」「放課後対策

課」の新設 

◇「庁舎跡地活用課」の廃止 
◇「道路管理課」と「交通対策課」を統合し、「土木管理課」に再編 
◇「施設計画課」を「施設計画担当課長」に改組 
◇「アーカイブ担当課長」を「区史編さん担当課長」に名称変更 
◇「東アジア文化都市推進担当部長」の新設（８月～） 

平成 30 年度

◇「国際ｱｰﾄ・ｶﾙﾁｬｰ都市推進部長」を「国際文化プロジェクト推進担当部長」に名称変

更 

◇「国際ｱｰﾄ･ｶﾙﾁｬｰ都市推進担当課長」を政策経営部に移管 

◇「東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ連携担当部長」の廃止 

◇「マンガ・アニメ活用担当課長」「公園計画特命担当課長」の新設 

◇「女性にやさしいまちづくり担当課長」を「「わたしらしく、暮らせるまち。」推進室長」に

名称変更 

◇「新ホール整備担当課長」を「劇場運営担当課長」に名称変更 

◇「庁舎跡地活用担当課長」を「Hareza 池袋調整担当課長」に名称変更 

◇「子ども課」を「子ども若者課」に名称変更 

平成 31 年度

◇「建築担当部長」の新設 

◇「政策調整担当課長」、「コンプライアンス担当課長」、「施設整備特命担当課長」、

「プレミアム付商品券担当課長」、「マンガの聖地としまミュージアム担当課長」、「総合

高齢社会対策推進室」の新設 

◇「庁舎運営課」を「財産運用課」に統合 

◇「公民連携担当課長」を「行政経営課」に統合 

◇「交通・基盤担当課長」を「地域交通担当課長」に名称変更 

◇「Hareza 池袋調整担当課長」を「Hareza 池袋総合技術担当課長」に名称変更 

（９月～） 
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図 １－１ 平成５年度組織図      図１－２ 平成１２年度組織図
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地 域 区 民 ひ ろ ば 課

区 民 課

税 務 課

国 保 年 金 課

治 安 対 策 担 当 課 長

男 女 平 等 推 進 セ ン タ ー

総 務 部 総 務 課

政 策 経 営 部 企 画 課

財 政 課

行 政 経 営 課

秘 書 課

広 報 課

情 報 管 理 課

人 事 課

人 材 育 成 課

契 約 課

図 １－３ 平成１９年度組織図     図１－４ 平成２７年度組織図

議 会 総 務 課

総 務 部

保 健 福 祉 部

選 挙 管 理 委 員 会

監 査 委 員

区 議 会 事 務 局

新庁舎担当部長

区 民 部

福 祉 事 務 所

池 袋 保 健 所

地域まちづくり担当部長

建築住宅担当部長

土 木 担 当 部 長

総 務 課

人 事 課

人 材 育 成 担 当 課 長

契 約 課

防 災 危 機 管 理 課

危 機 管 理 担 当 課 長

治 安 対 策 担 当 課 長

教 育 部 学 務 課

学 校 施 設 課

指 導 課

教 育 セ ン タ ー

事 務 局

事 務 局

建 築 審 査 担 当 課 長

道 路 整 備 課

公 園 緑 地 課

会 計 管 理 室 会 計 課

教 育 長 庶 務 課

道 路 管 理 課

交 通 対 策 課

副 都 心 再 生 担 当 課 長

拠 点 ま ち づ く り 担 当 課 長

地 域 ま ち づ く り 課

沿 道 ま ち づ く り 担 当 課 長

住 宅 課

マ ン シ ョ ン 担 当 課 長

建 築 課

子 ど も 家 庭 部 子 ど も 課

子 育 て 支 援 課

保 育 課

保 育 政 策 担 当 課 長

都 市 整 備 部 都 市 計 画 課

生 活 衛 生 課

健 康 推 進 課

長 崎 健 康 相 談 所

地域 包括 ケ ア 推 進 担 当 課長

障 害 福 祉 課

障 害 福祉 サ ー ビ ス 担当 課 長

生 活 福 祉 課

西 部 生 活 福 祉 課

介 護 保 険 課

地 域 保 健 課

健康担当部長

環 境 保 全 課

ご み 減 量 推 進 課

豊 島 清 掃 事 務 所

副 参 事 （ 連 絡 調 整 担 当 ）

福 祉 総 務 課

自 立 促 進 担 当 課 長

高 齢 者 福 祉 課

文 化 商 工 部 生 活 産 業 課

文 化 デ ザ イ ン 課

文 化 観 光 課

学 習 ・ ス ポ ー ツ 課

図 書 館 課

環 境 清 掃 部 環 境 政 策 課

副 参 事 （ 調 整 担 当 ）

副 参 事 （ 地 区 連 絡 担 当 ⑫ ）

地 域 区 民 ひ ろ ば 課

総 合 窓 口 課

総 合窓口開設準備 担当課長

税 務 課

収 納 推 進 担 当 課 長

国 民 健 康 保 険 課

高 齢 者 医 療 年 金 課

東 部 区 民 事 務 所

西 部 区 民 事 務 所

施 設 計 画 課

施 設 整 備 課

庁 舎 跡 地 活 用 課

庁 舎 跡 地 建 築 担 当 課 長

庁 舎 建 設 室

庁 舎 建 築 担 当 課 長

区 民 活 動 推 進 課

施 設 管 理 部 財 産 運 用 課

男 女 平 等 推 進 セ ン タ ー

行 政 経 営 課

区 長 室

広 報 課

総 合 相 談 担 当 課 長

シティプロモーション推進室長

情 報 管 理 課
副参事（東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ競技大会組織委員会派遣）

区 長

副 区 長 ②

政 策 経 営 部 企 画 課

セ ー フ コ ミ ュ ニ テ ィ 推 進 室 長

長 期 計 画 担 当 課 長

国際アート・カルチャー都市推進担当課長

財 政 課
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生 活 産 業 課

文 化 デ ザ イ ン 課

東アジア文化都市推進担当課長

マンガの聖地としまミュージアム担当

環 境 清 掃 部

保 健 福 祉 部 総 合 高 齢 社 会 対 策 推 進 室

財 政 課

行 政 経 営 課

区 長 室

国際アート・カルチャー都市推進室

政 策 調 整 担 当 課 長

広 報 課

区 史 編 さ ん 担 当 課 長

区 民 相 談 課

プ レ ミア ム 付商 品券 担当 課長

選 挙 管 理 委 員 会

監 査 委 員

区 議 会 事 務 局

劇 場 運 営 担 当 課 長

Hareza 池 袋 調 整 担 当 課 長

マ ン ガ ・ ア ニ メ 活用 担当 課長

健 康 担 当 部 長

都 市 計 画 課

再 開 発 担 当 課 長

地 域 ま ち づ く り 課

環 境 政 策 課

環 境 保 全 課

教 育 セ ン タ ー

西 部 生 活 福 祉 課

障 害 福 祉 課

障 害 福 祉 サ ー ビ ス 担 当 課 長

生 活 福 祉 課

建 築 課

長 崎 健 康 相 談 所

教 育 部

総 務 部

学 務 課

放 課 後 対 策 課

学 校 施 設 課

沿 道 ま ち づ く り 担 当 課 長

マ ン シ ョ ン 担 当 課 長

情 報 管 理 課

総 務 課

コ ン プ ラ イ ア ン ス 担 当 課 長

人 材 育 成 担 当 課 長

契 約 課

防 災 危 機 管 理 課

危 機 管 理 担 当 課 長

治 安 対 策 担 当 課 長

財 産 運 用 課

施 設 整 備 課

文 化 商 工 部

高 齢 者 医 療 年 金 課

区 民 部

危 機 管 理 監

人 事 課

男 女 平 等 推 進 セ ン タ ー

施 設 整 備 特 命 担 当 課 長

区 長

副 区 長 ②

政 策 経 営 部 企 画 課

施 設 計 画 担 当 課 長

「わたしらしく、暮らせるまち。」推進室

セ ー フ コ ミ ュ ニ テ ィ 推 進 室 長

多 文 化 共 生 推 進 担 当 課 長

施設整備担当部長

福 祉 総 務 課

区 民 活 動 推 進 課

副 参 事 （ 地 区 連 絡 担 当 ⑫ ）

東 部 区 民 事 務 所

西 部 区 民 事 務 所

地 域 区 民 ひ ろ ば 課

学 習 ・ ス ポ ー ツ 課

東京オリン ピック・パラ リン ピ ック連携担当課長

図 書 館 課

ご み 減 量 推 進 課

豊 島 清 掃 事 務 所

副 参 事 （ 連 絡 調 整 担 当 ）

総 合 窓 口 課

税 務 課

収 納 推 進 担 当 課 長

国 民 健 康 保 険 課

国 際 文 化 プ ロ ジ ェ ク ト

推 進 担 当 部 長

文 化 観 光 課

選 挙 管 理 委 員 会 事 務 局

監 査 委 員 事 務 局

議 会 総 務 課

道 路 整 備 課

庶 務 課

介 護 保 険 課

介 護 保 険 特 命 担 当 課 長

地 域 保 健 課

生 活 衛 生 課

健 康 推 進 課

指 導 課

自 立 促 進 担 当 課 長

高 齢 者 福 祉 課

子 ど も 家 庭 部 子 ど も 若 者 課

子 育 て 支 援 課

会 計 課

公 園 緑 地 課

公 園 計 画 特 命 担 当 課 長

会 計 管 理 室

教 育 長

都 市 整 備 部

住 宅 課

土 木 管 理 課土 木 担 当 部 長

福 祉 事 務 所

池 袋 保 健 所

保 育 政 策 担 当 課 長

児童相談所設置準備担当課長

保 育 課

地域まち づ くり担当部長

建 築 担 当 部 長

地 域 交 通 担 当 課 長

建 築 審 査 担 当 課 長

教 育 長

選 挙 管 理 委 員 会

監 査 委 員

区 議 会 事 務 局

副 参 事 （ 調 整 担 当 ）

東アジア文化都市推進担当課長

劇 場 運 営 担 当 課 長

Hareza 池 袋 調 整 担 当 課 長

マ ン ガ ・ ア ニ メ 活用 担当 課長

健 康 担 当 部 長

都 市 計 画 課

再 開 発 担 当 課 長

交 通 ・ 基 盤 担 当 課 長

地 域 ま ち づ く り 課

環 境 政 策 課

環 境 保 全 課

教 育 セ ン タ ー

西 部 生 活 福 祉 課

障 害 福 祉 課

障 害 福 祉 サ ー ビ ス 担 当 課 長

生 活 福 祉 課

建 築 審 査 担 当 課 長

建 築 課

長 崎 健 康 相 談 所

教 育 部
学 務 課

放 課 後 対 策 課

学 校 施 設 課

沿 道 ま ち づ く り 担 当 課 長

マ ン シ ョ ン 担 当 課 長

多 文 化 共 生 推 進 担 当 課 長

財 政 課

行 政 経 営 課

区 長 室

広 報 課

区 史 編 さ ん 担 当 課 長

危 機 管 理 監

区 民 相 談 課

情 報 管 理 課

総 務 課

人 事 課

人 材 育 成 担 当 課 長

契 約 課

国際アート・カルチャー都市推進室

総 務 部

区 長

副 区 長 ②

政 策 経 営 部 企 画 課

施 設 計 画 担 当 課 長

公 民 連 携 推 進 担 当 課 長

「わたしらしく、暮らせるまち。」推進室

セ ー フ コ ミ ュ ニ テ ィ 推 進 室 長

高 齢 者 医 療 年 金 課

区 民 部

防 災 危 機 管 理 課

危 機 管 理 担 当 課 長

治 安 対 策 担 当 課 長

施 設 整 備 課

庁 舎 運 営 課

男 女 平 等 推 進 セ ン タ ー

文 化 商 工 部

国 際 文 化 プ ロ ジ ェ ク ト

推 進 担 当 部 長

文 化 観 光 課

財 産 運 用 課

施設整備担当部長

環 境 清 掃 部

福 祉 総 務 課

区 民 活 動 推 進 課

副 参 事 （ 地 区 連 絡 担 当 ⑫ ）

東 部 区 民 事 務 所

西 部 区 民 事 務 所

生 活 産 業 課

文 化 デ ザ イ ン 課

地 域 区 民 ひ ろ ば 課

学 習 ・ ス ポ ー ツ 課
東京オリンピ ック・パラ リン ピ ック連携担当課長

図 書 館 課

ご み 減 量 推 進 課

豊 島 清 掃 事 務 所

副 参 事 （ 連 絡 調 整 担 当 ）

総 合 窓 口 課

税 務 課

収 納 推 進 担 当 課 長

国 民 健 康 保 険 課

福 祉 事 務 所

池 袋 保 健 所

保 育 政 策 担 当 課 長

児童相談所設置準備担当課長

選 挙 管 理 委 員 会 事 務 局

監 査 委 員 事 務 局

議 会 総 務 課

道 路 整 備 課

庶 務 課

保 育 課

介 護 保 険 課

介 護 保 険 特 命 担 当 課 長

地 域 保 健 課

生 活 衛 生 課

健 康 推 進 課

指 導 課

自 立 促 進 担 当 課 長

高 齢 者 福 祉 課

保 健 福 祉 部

子 ど も 家 庭 部 子 ど も 若 者 課

子 育 て 支 援 課

会 計 課

公 園 緑 地 課

公 園 計 画 特 命 担 当 課 長

会 計 管 理 室

都 市 整 備 部

住 宅 課

土 木 管 理 課

地域まち づ くり 担当部長

土 木 担 当 部 長

図 １－５ 平成３０年度組織図     図１－６ 平成３１年度組織図
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13

15

17

19

21

23

12 14 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

(部数)

(年度)

（２）組織数の推移

  部の数は、大規模な組織改正のあった平成１２年度から比べると施設管理部や文化商

工部の新設などにより徐々に増加し、ここ数年間は、ほぼ横ばいとなっています。

課の数は、平成１４年度に地域との連携強化を目的として、１２地区（旧出張所管轄）

に地区連絡担当副参事（兼務職）を新たに設置したことにより、１２増加しています。そ

れ以降も、国の法制度改正や新たな行政需要への対応などから担当課長を新たに設置して

いるため増加傾向にあります。

係の数は、組織改正による係の統合などにより、減少傾向となっています。

  なお、部の数には担当部長、区議会事務局長及び会計管理者を、課の数には、担当課

長及び副参事を、係の数には担当係長を含んでいます。グループ制1）を導入している課に

ついては、係長の数を係の数として計上しています。

表１－２ 部・課・係数の推移 

年度 12 14 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

部 14 15 18 19 20 22 21 18 19 19 20 21

課 64 76 86 87 86 88 94 98 95 99 101 105

係 361 353 345 339 340 336 336 330 325 325 334 337

※部数は担当部長を含む。課数はスタッフ職担当課長、地区連絡担当副参事（12）を含む（『組織と分掌事務』より）

図１－７ 部数の推移 

図１－８ 課数の推移 

図１－９ 係数の推移 

1） 課の所掌する事務を係ではなくグループに割り振り、事務の割り振りと人員の配分を臨機応変かつ柔軟に変えられ

る制度
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年　度 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

実施課 36課 37課 38課 40課 39課 41課 49課 61課 61課 61課 62課

導入率 51.4% 50.0% 50.7% 54.1% 57.4% 60.3% 77.8% 95.3% 98.4% 98.4% 98.4%

（３）組織機構改革 

  豊島区自治の推進に関する基本条例第３８条では、「区民に分かりやすく効率的である

とともに、区民の多様な行政需要及び行政課題の変化に迅速に対応できる行政組織の整

備に努め、組織横断的で総合的な視点から行政運営を行わなければならない」と定めて

います。

これまで、権限移譲型組織とトップマネジメント補佐機能の強化、係制の見直しなど、

様々な組織に関する課題について検討を進めてきました。

迅速な意思決定や機動性の確保、サービスの供給に適した組織規模、そして権限と責

任の明確化とアカウンタビリティの確立を柱とした組織改革を進めています。 

組織目標管理の活用や組織の大括り化の推進などの具体的な取り組み内容の進捗状況

については、豊島区未来戦略推進プランで明らかにしています。

（４）組織に関する基本方針 

着実な行財政改革を推進するため、毎年度、各部署に対し組織及び職員定数の管理に

関する基本方針を示し、簡素で効率的な組織体制の確立に向け、全庁的な取り組みを進

めています。 

① グループ制の導入 

平成１９年度より、業務の繁閑や新たな行政需要への柔軟な対応を目的として、グル

ープ制を導入しています。実施にあたっては、２年間の施行実施期間を経て、平成２１

年度から本格導入となりました。 

グループ制の導入により、課内の連携と協力体制の強化が図れるとともに、柔軟かつ

機動的に職員や事務を割り振ることが可能となり、組織力が向上しています。 

平成２９年度は、グループ制試行導入から約１０年の制度運用を踏まえ、「グループ制

検討部会」を設置し、あらためてグループ制の効果を検証するとともに、今後の運用課

題、より効果的な運用方法等の検討を行いました。 

表１－３ グループ制の導入状況 

※課数はスタッフ職担当課長、地区連絡担当副参事（12）を含まない。

② スタッフ職担当課長制の導入 

  ライン組織として位置付けられている担当課長制を見直し、これまで担当課長付であ

った職員を本課に配置する「スタッフ職担当課長制」を平成２５年度から導入しました。

  これにより、本課の課長と担当課長、スタッフ等がより一体となって効果的に業務を

進めることができるほか、重複する庶務事務の一元化等、より効率的な組織体制づくり

を進めています。 

表１－４ スタッフ職担当課長制の導入状況 

25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

8課長 14課長 21課長 19課長 25課長 27課長 31課長スタッフ職担当課長

年　度
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２ 定員管理

（１）職員数の推移

「職員数」にはいくつかの捉え方があります。主なものとして、①条例定数、②予算

人員、③財調人員、④現員数、⑤定員管理調査に基づく職員数、⑥豊島区定員管理職員

数が挙げられます。ここでの職員数は、常勤職員（再任用フルタイム職員、育休任期付

職員を含む）を指し、非常勤職員、臨時職員、再任用短時間職員等は除いています。

 ① 条例定数  

地方自治法では、その最高限度を条例で定めるものとされています。条例定数とは、

常勤職員を任用しうる数の限度を示したものであり、行政の目的を達成するための事

務事業の執行に必要な職員数を条例で定めたものです。

 ② 予算人員  

実際に事業を推進する上で、必要な職員の人件費を計上する際の基礎となる職員数で

す。具体的には、給与等の支払対象となる職員の数であり、地方自治法第２５２条の１

７に基づく他自治体への派遣職員など給与等の支払対象とならない職員は除かれます。

 ③ 財調人員  

都区財政調整基準に基づき算定した職員数です。２３区が自主的に定数管理を行う

にあたり、その参考とするため、毎年度特別区に共通する定数基準を策定しています。

この基準は、職員配置の実態調査等に基づき、２３区同一の考え方により標準的な

職員数を算定しています。しかし、区によって区民サービスの重点の置き方や、それ

に伴う人員配置も異なることから、定数管理を行う上では、一つの参考、目安とされ

ています。

 ④ 現員数  

豊島区に任用された全ての職員数をいいます。その中には、派遣職員や休職者など豊

島区職員定数条例（昭和５２年条例第１号）第２条第２項2）に定める（いわゆる「定数

外」）職員も含まれます。

 ⑤ 定員管理調査に基づく職員数  

総務省が毎年度実施する「地方公共団体定員管理調査」の対象となる職員数3)をいい

ます。「④現員数」から地方自治法第２５２条の１７に基づく派遣職員を除いた職員数

です。全国一律の基準であることから、自治体ごとの職員数比較などに使われるとと

もに、実質的な職員数として利用されています。

 ⑥ 豊島区定員管理職員数  

「⑤定員管理調査に基づく職員数」から育休任期付職員4）を除いた職員数で、区の基

本計画など一般的に（本白書を含む。）使われる職員数です。

2） 「派遣、休職、育児休業、公務災害休業、結核休業、６月以上の職務免除及び併任の場合の職員は、これを定数外
とする。」

3)  平成 27 年度より「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」が改正され、教育長を除く。 
4） 「地方公共団体の一般職員の採用に関する法律」及び「地方公務員の育児休業に関する法律」に基づき任期を定め

て採用される職員。
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年　度 5 12 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

条 例 定 数 2983 2,883 2,053 2,053 2,053 2,053 2,053 2,053 2,053 2,053 2,053 2,053

増　減 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

年　度 5 12 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

特 別 職 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5

一 般 職 2969 2,817 2,016 1,992 1,962 1,946 1,943 1,941 1,938 1,929 1,928 1,952

合 計 2973 2,822 2,020 1,996 1,966 1,950 1,948 1,946 1,943 1,934 1,933 1,957

前 年 度 比 ― ― ― △ 24 △ 30 △ 16 △ 2 △ 2 △ 3 △ 9 △ 1 24

年　度 5 12 22 23 24 25 26 27 28 29 30

財 調 人 員 2640 2,541 1,947 1,965 1,984 1,931 1,904 1,847 1,824 1,819 1,810

前 年 度 比 ― ― ― 18 19 △ 53 △ 27 △ 57 △ 23 △ 5 △ 9

年　度 5 12 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

職 員 数 3108 2,908 2,067 2,042 2,011 1,996 2,003 1,995 1,996 1,992 1,995 2,001

前 年 度 比 ― ― ― △ 25 △ 31 △ 15 7 △ 8 1 △ 4 3 6

年　度 5 12 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

職 員 数 3098 2,899 2,038 2,013 1,980 1,970 1,973 1,970 1,971 1,970 1,973 1,985

前 年 度 比 ― ― ― △ 25 △ 33 △ 10 3 △ 3 1 △ 1 3 12

年　度 5 12 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

職 員 数 3098 2,899 2,047 2,024 1,992 1,980 1,987 1,979 1,983 1,979 1,982 1,992

前 年 度 比 ― ― ― △ 23 △ 32 △ 12 7 △ 8 4 △ 4 3 10

表 １－５ 条例定数の推移 （単位：人） 

表 １－６ 予算人員の推移 （単位：人） 

※特別職＝区長、副区長（平成 18年度まで助役）、収入役（平成 19 年度より廃止）、教育長、常勤監査委員 

（平成 13年度～18年度は未設置） 

表 １－７ 財調人員の推移 （単位：人） 

表 １－８ 現員数の推移 （単位：人） 

※平成 12 年度には、都区制度改革に伴い、清掃業務従事職員 191 名が都から区へ派遣されたため。 

表 １－９ 定員管理調査に基づく職員数の推移             （単位：人）

※24 年度以降、自治法派遣職員のうち、被災地派遣職員は職員数に含む。 

表 １－１０ 豊島区定員管理職員数の推移 （単位：人） 

※職員数は、各年度４月 1日現在のもの
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（２）職層別職員数の推移

職層とは、職員の職を職務の複雑さと責任の度合いに基づいて分類したものです。

平成２２年度と平成３１年度の行政系職層別職員数を比較すると、管理職が１３名（１

５．１％）、係長級（課長補佐、係長、主査）は８名（１．８％）増加しています。また、

平成３０年度の人事制度改正により、主任から係員への移行者が増えたため、主任が大

幅に減少し係員が増加しましたが、平成３１年度は、再び主任への昇任が増えています。

表 １－１１ 職層一覧 

（単位：人）
年度 12 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

管理職 82 86 85 87 93 97 99 96 99 99 99

課長補佐 133 83 83 84 81 77 73 74 72 75 75

係長 248 245 239 243 234 239 238 233 246 251 261

主査 270 126 110 106 114 113 106 105 94 116 126

主任 813 882 887 897 873 856 834 799 786 637 686

係員 714 381 370 370 386 409 441 490 503 630 576

技能職 639 251 226 212 203 200 192 186 179 174 165

教員等 10 13 13 12 12 12 12 13 13 13 13

合計 2,909 2,067 2,013 2,011 1,996 2,003 1,995 1,996 1,992 1,995 2,001

図 １－１０ 職層別職員数の推移（各年度４月１日現在）

※平成 30年度から総括係長は課長補佐、主任主事は主任、1,2 級職主事は係員となった。 

人 

年度 
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表 １－１２ ２３区職層別行政系職員数（平成３１年４月１日現在） 
（単位：人） 

管理職 課長補佐 係長・主査 主任 係員 合　　計

千代田区 58 51 159 173 402 843

中央区 63 39 222 332 527 1,183

港区 85 71 351 557 632 1,696

新宿区 102 86 360 905 791 2,244

文京区 72 55 277 451 578 1,433

台東区 79 89 276 478 628 1,550

墨田区 71 77 303 634 499 1,584

江東区 82 99 415 775 805 2,176

品川区 72 130 368 602 966 2,138

目黒区 70 63 352 560 612 1,657

大田区 146 186 790 1,148 1,185 3,455

世田谷区 176 230 815 1,547 1,609 4,377

渋谷区 82 76 324 416 585 1,483

中野区 75 124 376 561 588 1,724

杉並区 95 166 530 1,090 878 2,759

豊島区 81 73 359 633 536 1,682

北区 78 110 346 866 872 2,272

荒川区 70 48 236 464 553 1,371

板橋区 84 169 478 1,096 1,159 2,986

練馬区 99 157 860 1,502 1,016 3,634

足立区 133 210 554 1,213 945 3,055

葛飾区 87 99 349 853 909 2,297

江戸川区 79 150 516 1,245 926 2,916

２３区全体 2,039 2,558 9,616 18,101 18,201 50,515

平均構成率 4.0% 5.1% 19.0% 35.8% 36.0% ― 

豊島区の

構成率
4.8% 4.3% 21.3% 37.6% 31.9% ― 

職層
区名

本白書における特別区職員数の比較は、特別区人事委員会が発行する「特別区職員の構成」（平成３１年４

月１日現在）による。この職員数は、一般職に属する正規職員から、任期付職員、休職者、育児休職中の職

員、指導主事、警視庁等派遣職員等を除いた職員数です。
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図 １－１１ ２３区職層別行政系職員数割合（平成３１年４月１日現在）

※特別区人事委員会『特別区職員の構成』（平成３１年４月１日現在）より

(単位：％)
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年度 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

事務系 901 924 912 920 933 961 973 985 998 1,021

福祉系 619 605 597 592 575 553 539 527 519 515

一般技術系 179 174 175 170 181 181 191 195 196 196

医療技術系 88 84 84 85 84 83 82 84 86 88

技能・業務系 251 226 212 203 200 192 186 179 174 165

職員計 2,038 2,013 1,980 1,970 1,973 1,970 1,971 1,970 1,973 1,985

増減 - △ 25 △ 33 △ 10 3 △ 3 1 △ 1 3 12

（３）職種別職員数の推移

職種は、行政系（事務系、福祉系、一般技術系、医療技術系）と技能・業務系に分か

れています。

平成２２年度と平成３１年度の職種別職員数を比較すると、行政系（事務系、福祉系、

一般技術系、医療技術系）は３３名の増員となっています。それに対し、技能・業務系

は８６名と大幅に減少し、この１０年間で２／３程度の職員数になっています。

表 １－１３ 職種別職員数の推移（各年度４月１日現在）

図 １－１２ 職種別職員数の推移（各年度４月１日現在） 
人 
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表 １－１４ 職務別職員数の推移（各年度４月１日現在） 

12 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

一般事務 1,139 887 911 899 907 920 948 959 971 984 1,007

社会教育主事 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

指導主事 1 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4

幼稚園教諭 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

福祉 107 171 155 148 141 143 139 127 112 108 105

保育士 550 406 407 407 411 400 384 383 382 375 371

児童指導 124 38 39 38 36 30 28 28 32 33 34

心理 5 4 4 4 4 2 2 1 1 3 5

土木技術 64 52 51 52 54 55 59 65 65 66 65

造園技術 12 13 13 12 12 14 14 14 14 14 14

建築技術 61 54 53 52 51 55 52 56 57 56 56

機械技術 11 10 9 10 10 9 9 10 10 10 10

電気技術 18 12 12 12 11 12 11 11 12 12 13

化学技術 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

保健衛生監視 18 18 16 17 15 16 16 16 16 18 18

食品衛生監視 15 14 14 15 12 15 15 15 15 16 16

学芸員 6 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4

医師 6 4 4 3 3 2 2 3 3 3 4

診療放射線 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

歯科衛生士 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

理学療法士 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

作業療法士 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

検査技術 11 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4

栄養士 13 10 10 10 10 9 9 9 10 10 10

保健師 41 35 34 35 36 38 38 37 41 41 42

看護師 37 28 27 27 27 27 26 25 24 24 24

准看護師 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0

自動車運転 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

介護指導 18 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0

電話交換 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

警備 42 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

一般技能 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

作業Ⅰ 26 31 31 31 30 31 29 27 23 20 18

調理 175 37 33 33 34 32 30 27 25 24 23

用務 120 60 54 46 40 37 36 36 35 34 30

環境技能 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

作業Ⅱ 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

家庭奉仕 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

自動車運転Ⅱ － 18 17 17 17 17 17 17 17 17 17

自動車整備 2 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1

作業Ⅲ － 87 83 81 80 79 77 77 77 77 76

一般事務（業務） 0 6 3 2 0 1 1 0 0 0 0

一般業務 40 6 4 1 1 1 1 1 1 1 0

2,899 2,038 2,013 1,980 1,970 1,973 1,970 1,971 1,970 1,973 1,985

（単位：人）

業務系

教員

合　　計

事務系

福祉系

一般
技術系

医療
技術系

技能系

年度
職務名
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表 １－１５ ２３区職種別行政系職員数（平成３１年４月１日現在） 

（単位：人）

事務系 福祉系 一般技術系 医療技術系 技能・労務系 合　　計

千代田区 547 139 123 34 83 926

中央区 642 294 184 63 179 1,362

港区 960 432 239 65 188 1,884

新宿区 1,240 621 281 102 252 2,496

文京区 736 457 155 85 174 1,607

台東区 1,084 223 174 69 102 1,652

墨田区 976 375 162 71 145 1,729

江東区 1,217 626 234 99 255 2,431

品川区 1,014 811 220 93 217 2,355

目黒区 876 508 174 99 172 1,829

大田区 1,877 1,042 379 157 433 3,888

世田谷区 2,333 1,316 547 181 563 4,940

渋谷区 890 346 180 67 304 1,787

中野区 1,014 422 207 81 182 1,906

杉並区 1,408 946 260 145 340 3,099

豊島区 932 482 182 86 147 1,829

北区 1,194 782 204 92 160 2,432

荒川区 837 312 152 70 105 1,476

板橋区 1,695 792 340 159 345 3,331

練馬区 1,809 1,253 381 191 512 4,146

足立区 1,832 649 431 143 149 3,204

葛飾区 1,198 758 233 108 391 2,688

江戸川区 1,716 702 354 144 512 3,428

２３区全体 28,027 14,288 5,796 2,404 5,910 106,940

平均構成率 26.2% 13.4% 5.4% 2.2% 5.5% ―

豊島区の

構成率
51.0% 26.4% 10.0% 4.7% 8.0% ―

職種
区名

※特別区人事委員会『特別区職員の構成』（平成３１年４月１日現在）より
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図 １－１３ ２３区職種別行政系職員数割合（平成３１年４月１日現在） 

※特別区人事委員会『特別区職員の構成』（平成３１年４月１日現在）より

(単位：％)
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表 １－１６ 職種表 
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（４）職員の年齢構成

平成３１年４月１日時点での職員の平均年齢は、休職者を除いた現員数ベースで４３．

４歳となり、２３区平均の４１．８歳と比べて高い状況となっています。

ここ数年の傾向としては、定年退職者及び勧奨退職者数の増加や新規採用職員により

平均年齢が下がる一方、年金受給年の延長による再任用フルタイム希望者が増加したた

め、平均年齢は平成２８年度からほぼ横ばいの傾向にあります。

 年齢構成では３０代から４０代前半の職員が極端に少ない構成となっていますが、こ

れは平成１７・１８年度の職員採用ゼロ方針などにより、新規採用職員の抑制を行った

ことが要因として考えられます。

表 １－１７ 職員平均年齢の推移（各年度４月１日現在） （単位：歳）

２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 

豊島区 44.9 44.3 43.8 43.8 43.8 43.4 

23 区平均 43.4 43.2 42.9 42.6 42.3 41.8 

23 区との差 1.5  1.1  0.9  1.2 1.5 1.6 

※特別区人事委員会『特別区職員の構成』（平成３１年４月１日現在）より

図 １－１４ 職員の年齢構成（平成３１年４月１日現在） 
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（５）定員適正化

職員数がピークとなった平成 5年度以降、定員適正化を進め、正規職員は 26年間で約
3分の２にまで減少しています。この数年は、国際アート・カルチャー都市の実現に向け
た文化事業の推進、子どもと女性にやさしいまちづくりの実現に向けた待機児童ゼロ方

針等の女性と子ども施策の継続、児童相談所設置など新たな行政需要や人口増に対応し

た住民サービスなど、職員数が微増傾向にあり、平成３１年度は前年比１２人増となっ

ています。

図 １－１５ ２３区の職員数と職員一人当たりの区民数（平成３１年４月１日現在） 

※ 職員一人当たりの区民数は住民登録者数を現員数で割ったもの。 
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表 １－１８ ２３区職員数の推移（各年度４月１日現在）

                                   （単位：人）

年度 5 12 25 26 27 28 29 30 31

区名 職員数

Ａ

職員数

Ｂ
職員数 職員数 職員数 職員数 職員数 職員数

職員数

Ｃ

千代田 1,416 1,398 1,045 1,069 1,073 1,090 1,100 1,112 1,125 △20.6% 13 △19.5% 15

中央 1,783 1,848 1,456 1,457 1,465 1,474 1,503 1,526 1,570 △11.9% 21 △15.0% 21

港 2,632 2,674 2,078 2,101 2,119 2,133 2,154 2,177 2,188 △16.9% 18 △18.2% 16

新宿 3,375 3,378 2,727 2,726 2,690 2,717 2,742 2,736 2,773 △17.8% 16 △17.9% 17

文京 2,235 2,266 1,809 1,815 1,817 1,823 1,834 1,837 1,876 △16.1% 20 △17.2% 19

台東 1,969 1,991 1,689 1,695 1,692 1,720 1,757 1,791 1,845 △6.3% 23 △7.3% 23

墨田 2,625 2,649 1,954 1,939 1,918 1,895 1,897 1,895 1,885 △28.2% 6 △28.8% 6

江東 3,718 3,646 2,780 2,755 2,773 2,756 2,751 2,720 2,715 △27.0% 8 △25.5% 10

品川 3,635 3,389 2,597 2,576 2,570 2,563 2,594 2,616 2,656 △26.9% 9 △21.6% 13

目黒 2,815 2,817 2,101 2,071 2,048 2,030 2,043 2,044 2,039 △27.6% 7 △27.6% 7

大田 6,362 6,170 4,389 4,358 4,264 4,224 4,217 4,213 4,239 △33.4% 3 △31.3% 2

世田谷 6,014 6,248 5,097 5,128 5,085 5,098 5,174 5,268 5,372 △10.7% 22 △14.0% 22

渋谷 2,882 2,808 1,879 1,846 1,847 1,857 1,920 1,961 1,988 △31.0% 5 △29.2% 5

中野 3,449 3,346 2,062 1,995 1,987 1,996 2,055 2,051 2,081 △39.7% 1 △37.8% 1

杉並 4,487 4,716 3,576 3,534 3,508 3,496 3,467 3,497 3,484 △22.4% 11 △26.1% 9

豊島 3,104 2,908 1,996 2,003 1,995 1,996 1,992 1,995 2,001 △35.5% 2 △31.2% 3

北 3,429 3,274 2,463 2,488 2,486 2,496 2,579 2,623 2,699 △21.3% 12 △17.6% 18

荒川 2,097 2,042 1,570 1,576 1,588 1,623 1,644 1,679 1,714 △18.3% 15 △16.1% 20

板橋 4,485 4,555 3,575 3,560 3,556 3,585 3,591 3,622 3,619 △19.3% 14 △20.5% 14

練馬 5,510 5,842 4,540 4,520 4,461 4,453 4,467 4,510 4,540 △17.6% 17 △22.3% 12

足立 5,086 4,872 3,513 3,458 3,382 3,359 3,356 3,398 3,448 △32.2% 4 △29.2% 4

葛飾 3,993 4,115 2,963 2,964 2,982 2,988 2,984 2,998 2,983 △25.3% 10 △27.5% 8

江戸川 4,481 4,987 3,719 3,682 3,654 3,653 3,669 3,715 3,743 △16.5% 19 △24.9% 11

合計 81,582 81,939 61,578 61,316 60,960 61,025 61,490 61,984 62,583 △23.3% △23.6%

平均 3,547 3,563 2,677 2,666 2,650 2,653 2,673 2,695 2,721 △23.3% △23.6%

12年度職員

数からの削

減率

G＝Ｆ÷Ｂ

削

減

率

順

位

５年度職員

数からの削

減率

Ｅ=D÷Ａ

削

減

率

順

位

 ※職員数は現員数の数値 

（６）部局別基準定員数方式による定数管理

限られた人員の有効活用を図るとともに、部局内の創意工夫や優先度等を反映できる

定数管理を実現するため、平成２４年度より、これまでの各課個別査定による定数確定

を見直し、部局の責任で部局別に示された基準定員数を配分する方式に変更しました。

これにより、職場実態に即した執行体制の整備とともに、各部局が主体的に強化すべ

き分野への重点配分が可能となりました。

（７）人件費の推移

人件費とは、職員の給与をはじめ、区議会議員や非常勤職員の報酬、共済組合負担金

などに支出される経費のことです。また、職員給とは、人件費のうち正規職員及び再任
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用職員の給料や手当（退職手当を除く）に係る経費です。

人件費比率、職員給比率を平成２２年度と平成３０年度決算（普通会計）で比較する

と、人件費比率は４．７ポイント、職員給比率は４．３ポイント減少しています。

図 １－１６ 人件費等の推移                    （単位：百万円）
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22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度

歳出額 人件費 【人件費再掲】

職員給

人件費比率 職員給比率

表 １－１９ 人件費等（普通会計）の推移

5年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

歳出決算額 101,340 86,463 91,486 88,118 83,465 86,310 89,194 89,288 91,261 91,051

人件費 25,355 28,150 27,254 27,603 26,716 25,695 24,035 23,309 23,334 22,760

【人件費再掲】

職員給
19,579 19,779 19,394 19,276 18,224 17,507 16,856 16,099 15,454 15,245

人件費比率 25.2% 32.6% 29.8% 31.3% 32.0% 29.8% 26.9% 26.1% 25.6% 25.0%

職員給比率 19.3% 22.9% 21.2% 21.9% 21.8% 20.3% 18.9% 18.0% 16.9% 16.7%

（上段から続く）

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度

歳出額決算額 96,027 96,739 98,926 101,198 102,046 129,284 135,620 125,520 115,150 128,292

人件費 21,573 21,041 21,070 20,530 20,123 20,327 21,224 21,770 21,864 21,948

【人件費再掲】

職員給
14,449 13,907 13,850 13,519 13,227 13,122 13,309 13,032 13,090 12,903

人件費比率 22.5% 21.8% 21.3% 20.3% 19.7% 15.7% 15.6% 17.3% 19.0% 17.1%

職員給比率 15.0% 14.4% 14.0% 13.4% 13.0% 10.1% 9.8% 10.4% 11.4% 10.1%

※東京都総務局「特別区決算状況」

（単位：百万円）
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表 １－２０ ２３区人件費（平成３０年度普通会計決算）比較 

（単位：千円）

歳出総額 人件費
【人件費再掲】

職員給
人件費比率 職員給比率

千代田区 56,999,295 11,020,745 6,938,873 19.3% 12.2%

中央区 87,873,281 15,201,303 9,818,243 17.3% 11.2%

港区 138,157,032 19,309,556 13,174,182 14.0% 9.5%

新宿区 141,875,163 26,209,706 17,099,614 18.5% 12.1%

文京区 97,806,004 18,799,574 10,972,111 19.2% 11.2%

台東区 98,377,842 16,081,314 11,023,855 16.3% 11.2%

墨田区 117,466,523 18,440,566 12,098,760 15.7% 10.3%

江東区 188,828,925 25,267,604 17,508,894 13.4% 9.3%

品川区 166,500,037 24,347,262 16,090,354 14.6% 9.7%

目黒区 95,427,640 20,532,529 12,797,221 21.5% 13.4%

大田区 276,510,986 40,106,765 27,301,719 14.5% 9.9%

世田谷区 297,684,126 52,116,906 33,017,094 17.5% 11.1%

渋谷区 94,790,420 17,626,391 12,407,232 18.6% 13.1%

中野区 135,845,923 19,677,843 13,919,825 14.5% 10.2%

杉並区 187,521,247 36,513,429 22,875,342 19.5% 12.2%

豊島区 128,291,847 21,948,025 12,903,441 17.1% 10.1%

北区 144,745,755 23,842,917 16,327,116 16.5% 11.3%

荒川区 92,879,934 16,132,681 10,175,915 17.4% 11.0%

板橋区 209,544,467 31,914,674 21,822,212 15.2% 10.4%

練馬区 258,755,395 42,308,680 29,181,514 16.4% 11.3%

足立区 281,798,669 35,490,332 22,726,841 12.6% 8.1%

葛飾区 192,665,029 28,503,118 17,968,233 14.8% 9.3%

江戸川区 252,636,467 34,108,836 22,945,785 13.5% 9.1%

合　　　計 3,742,982,007 595,500,756 391,094,376 15.9% 10.4%

※東京都総務局「平成３０年度 特別区決算状況」より
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（８）超過勤務手当の推移

超過勤務手当とは、正規の勤務時間を超えて勤務した者に支給する手当です。

本区では、平成２８年５月に「ワークスタイル検討プロジェクトチーム」を設置し、

業務の効率化をはじめとする職員の働き方の見直しを提案するなど、ワーク・ライフ・

バランスを充実させるために様々な取り組みを進めてきました。

特に、超過勤務縮減については、超過勤務が多い課を対象とした緊急対策や、超過勤

務時間数２０時間を超える職員の報告の義務づけ、更には、１９時一斉消灯や時差勤務

の導入、テレワークの試行実施など、職場全体または職員個々の意識改革を中心とした

取り組みを行いました。

その結果、平成２８年度は、それまで増加を続けていた超過勤務手当額が前年度比１

４．０％減少しましたが、平成３０年度は、平成１９年度に比べ１．４倍近い状況にあ

ります。

表 １－２１ 超過勤務手当の状況 

（単位：千円）

年度
19 20 21 22 23 24

支給実績 378,553 387,171 495,697 485,841 565,839 555,965

職員一人当たり平均支給額 161 169 223 226 259 265

（上段から続く）

年度
25 26 27 28 29 30

支給実績 553,903 583,108 632,117 543,328 503,481 517,440

職員一人当たり平均支給額 269 281 308 265 247 254

※『豊島区人事白書』より 
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（９）再任用職員制度及び非常勤職員制度

本区では、定年退職者の豊富な知識・経験に基づく公務能率の維持・向上を目的に再

任用職員を採用しています。また、専門性が求められる業務については、非常勤職員を

採用しています。 

① 再任用職員について 

ア 再任用職員制度とは 

再任用職員制度とは、公務を定年退職等した者の能力や知識・経験を区民サービス

の向上と行政の効率的な運営に活用するため、退職後も公務で採用する制度です。年

金制度の改正がきっかけとなり、豊島区では平成１３年に「職員の再任用に関する条

例」を制定し、平成１４年４月１日から任用が開始されました。年金制度における定

額部分（基礎年金部分）の支給年齢が順次引き上げられたため、６０歳代前半の生活

を雇用と年金の連携によって支えるという地方公務員法の趣旨に基づいて導入された

ものです。

イ 勤務形態 

区における再任用職員の勤務形態には、フルタイム（正規職員と同時間勤務）と短

時間（週３１時間勤務）があります。再任用短時間勤務職員は勤務形態からみれば非

常勤職員ですが、恒久的な職に就いて本格的業務に従事していることから、他の非常

勤職員とは区別されています。本区での任用は、フルタイム勤務職員が７７人、短時

間勤務職員が１０４人となっています（平成３１年４月１日現在）。

ウ 採用・期間 

再任用の任期は１年間のため、毎年度選考による採用を行います。選考は、勤務状

況や健康状態等を考慮して総合的に決定します。

エ 課題 

平成２５年度から令和７年度にかけて、特別支給の老齢厚生年金（報酬比例部分）の

受給開始年齢が６０歳から６５歳へ引上げられることに伴い、フルタイム勤務の再任用

職員が増加し、再任用短期職員の減少が予想されます。

今後は、再任用職員の採用見込みを的確に把握するなど、将来の職員構成を見据えた

計画的な定員管理を行うことが必要です。

② 非常勤職員について 

ア 非常勤職員とは 

非常勤職員の定義は、地方公務員については具体的な基準が存在しないため、国家公

務員の「勤務時間が常勤職員の４分の３を超えない範囲の者を非常勤職員とする。」5)

という考え方に準拠しています。

5） 人事院規則１５－１５ 非常勤職員の勤務時間及び休暇 第２条による
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イ 再雇用職員 

 区では、再雇用制度を設け、定年又は勧奨等退職者のうち在職中の勤務成績が良好

で、かつ、健康で働く意欲のある方を非常勤職員制度の中で、再雇用職員として雇用

しています。

再雇用制度は、特別区の共通指標を作成のうえ各区事項として、昭和６０年４月１

日から任用が開始されました。

 この制度の活用により、長年にわたって培われた退職者の豊かな知識や経験を区政

に活かしていくことで、区民サービスの向上等効率的な行政経営を目指しています。

 再任用職員と再雇用職員は、退職者が区の職員として区政に携わる点については同

じですが、身分や勤務形態が異なります。

表１－２２ 再任用職員と再雇用職員の比較

再任用職員 再雇用職員 

身   分 ○地方公務員法第28条の4、5に基づく一般職
○地方公務員法 3条 3 項 3 号に基づく特別職

非常勤 

対   象 ○定年退職者 ○定年退職、勧奨退職者等 

雇用期間 ○1年間 ○1 年間 

職務内容 ○退職前と同様の職務 
○在職中の知識及び経験を活用し、区の行政

に関する業務 

勤務形態
○週 38時間 45分（フルタイム）又は週 31時間

（短時間） 
○月 16 日、一日 7 時間 45 分 

ウ 非常勤職員の任用状況 

正規職員に非正規職員を加えた職員数は、平成２２年度までは減少していましたが、

平成２６年度以降は微増となっています（表１－２３）。非常勤職員は、平成２２年度

以降毎年増加し、平成３１年度と比べると約２００名増加し、約１．５倍になってい

ます。一方、再任用短時間職員は、年金受給年齢の引き上げに伴い、再任用フルタイ

ムを選択する職員が増えたため、平成２３年度の１６２人から５２名減少しています。

また、非常勤職員を男女別で比較した場合、全体の約８割を女性が占めており、特

に保育園をはじめとする子育て分野や、介護、図書館のサービス、地域区民ひろば等

では女性の割合が高くなっています。 

非常勤職員を年齢別で見ると、男性は６０歳以上の割合が高くなっています。（図１

－１８参照）これは、東京消防庁や警視庁を退職後、在職中の経験を生かし、防災指

導員や公園・児童遊園巡視員などの非常勤職員として働く者の大半が男性であること

が要因です。
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表１－２３ 職員数の推移（各年度４月１日現在） 

（※調査を開始した平成 12 年度と平成 22年度から 10 年間の状況を掲載） 

（単位：人）
12年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

正 規 職 員 2,899 2,038 2,013 1,980 1,970 1,973 1,970 1,971 1,970 1,973 1,985
再任用短時間職員 0 129 162 150 137 140 125 127 119 115 104
再 雇用職員等 137 69 47 44 50 37 33 23 17 13 13
その他非常勤職員 331 380 410 424 440 458 488 530 542 566 578
合　　計 3,367 2,616 2,632 2,598 2,597 2,608 2,616 2,651 2,648 2,667 2,680

＊正規職員には、再任用フルタイム職員を含む。 

図１－１７ 職員数の推移（各年度４月１日現在） 

（※調査を開始した平成 12 年度と平成 22年度から 10 年間の状況を掲載）    （単位：人） 

 図１－１８ 年齢別男女別非常勤職員数（平成３１年４月１日現在） （単位：人）

● 平均年齢 男 52 歳、女 46 歳、全体 47 歳 

※ 非常勤職員数総計は「その他非常勤職員」と「再雇用職員等」を合計したもの。 
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エ 非常勤職員に関する規程 

現在、本区の非常勤職員はすべて地方公務員法第３条第３項に基づく「特別職の非

常勤職員」6）として任用しているため、原則として地公法の適用はありません。

そのため、「特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（平成２

６年条例第３８号）」により報酬について規定しているとともに、個別の職ごとの任用、

報酬やその他勤務条件等は、「豊島区非常勤職員の任用、報酬その他勤務条件等に関す

る規則（平成２７年規則第４８号）」及び「豊島区教育委員会の非常勤職員の任用、報

酬その他勤務条件等に関する規則（平成２７年教育委員会規則第８号）」で定めていま

す。

オ 非常勤職員の課題と取り組み 

多くの自治体では、正規職員と非正規職員（非常勤職員及び臨時職員）が組み合わさ

れて組織が成り立っています。豊島区においても、専門的な知識や経験が必要な業務

について、非常勤職員の活用を図っています。しかし、非常勤職員の任用については、

各自治体間で処遇の設定が異なることや任用の長期化など、課題が指摘されています。 

豊島区では、非常勤職員の報酬額について、平成９年以降見直しがされておらず、統

一的な基準や根拠に基づく報酬体系が構築されていないなどの課題を解決するため、

平成２５年１０月より庁内検討組織（「非常勤職員制度検討部会」）を設置し、検討を

重ねました。そこで示された方向性に基づき、報酬や勤務条件等に関して非常勤職員

の処遇の見直しを図るため、平成２７年４月に条例等の改正を行いました。 

カ 会計年度任用職員制度の導入 

  特別職非常勤の任用及び臨時的任用の適正化を確保するとともに、一般職であれば課

される守秘義務などの服務規律等や期末手当が支給できないといった勤務条件上の課題

を解決するため、地方公務員法及び地方自治法の一部が改正され、新たに地方公務員法

が適用される「会計年度任用職員」制度が導入されることになりました。 

  本区では、適正な任用及び勤務条件の確保並びに多様な人材の活用を一層促進してい

く観点から、現行の臨時・非常勤職員制度を見直し、会計年度任用職員及び特別職非常

勤に関連する条例や規則を整備し、令和２年４月から会計年度任用職員制度を導入しま

す。 

6） 「特別職」と「一般職」の違い ①地公法の適用の有無 ②成績主義の適用の有無など
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 図１－１９ 制度移行のイメージ

臨時職員  

特別職非常勤職員 

パートタイム会計年度任用職員 

（一般職の非常勤職員） 

特別職非常勤職員 

（学校医、幼稚園医等）       
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表１－２４ 豊島区の非常勤職員の勤務形態、報酬等一覧（平成３１年４月１日現在）   
（単位：人）

広聴相談専門員 16 124 7.45 221,000円 区の行政について知識又は経験を有する者

公文書等専門員 16 124 7.45 233,800円 政治学等の大学院修士課程且つ実務経験1年以上、自治体での「公文書管理員」等の実務経験3年以上

再雇用職員 16 124 7.45 208,100円 定年・勧奨退職者等

チャレンジ就業員 16 96 6 90,240円 豊島区障害者就労支援センターに登録していること

防災指導員 16 124 7.45 217,800円 消防職員として防災指導員の職務経験者

防犯警備指導員 16 124 7.45 208,100円 警視庁の推薦、警察官としての防犯指導従事経験等

男女平等推進センター指導員(学習) 16 124 7.45 222,600円 女性を取り巻く諸問題の解決に見識と理解を有する者、大学卒業以上又は同等以上の者

男女平等推進センター相談員 16 124 7.45 222,600円 女性を取り巻く諸問題の解決に見識と理解を有する者、高等学校卒業以上又は同等以上の者

用地専門員 16 124 7.45 208,100円 土地の評価の実務経験者

南池袋斎場管理員 16 124 7.45 229,100円 区の行政について知識経験を有する者

町会相談員 16 124 7.45 225,900円 区の行政について知識経験を有する者

区民ひろば推進員 16 124 7.45 208,100円 保育士、保健師、看護師、准看護師等

税務システム専門員 16 124 7 233,800円 基本情報技術者の資格を有し、システムエンジニアの実務経験が15年以上あり、税制に関するシステム構築の実績がある者

特別区税調査員 12 93 7.45 230,640円 国・都退職者で租税調査・差押又は公売等の経験者

特別区税外国語対応相談員 16 124 7.45 221,000円 中国語堪能、日本の税制度に理解と知識を有する者

レセプト業務嘱託員 16 124 7.45 208,100円 医療事務職技能検定資格取得者又は社会保険に係る実務経験者等

国民健康保険外国語対応相談員 16 124 7.45 221,000円 外国語堪能、国民健康保険制度に理解と知識を有する者、通訳業務経験者

後期高齢者医療業務嘱託員 16 124 7.45 208,100円 医療事務資格又は社会保険に係る実務経験者

国民年金相談員 16 124 7.45 208,100円 年金事務所・地方自治体等での勤務経験者又は社会保険労務士

消費生活相談員 16 96 6 249,600円 消費生活相談員、消費生活アドバイザー、消費生活コンサルタント

消費生活啓発員 16 124 7.45 214,700円 消費生活相談員、消費生活アドバイザー、消費生活コンサルタント

金融相談員 14 98 7 238,000円 東京信用保証協会の推薦

新ホール技術専門員 16 124 7.45 208,100円 建築士、昇降機等検査員、建築整備検査員、電気主任技術者、電気工事士、実務経験

学芸研究員 16 124 7.45 214,700円 学芸員

トキワ荘関連施設専門員 16 124 7.45 214,700円 学芸員、マンガ・アニメに関する知識、著作権に関する知識

生涯学習指導員 16 124 7.45 208,100円 職務経験又は学芸員等（職務による）

図書館主任奉仕員 16 124 7.45 227,500円 司書、司書教諭及び図書館勤務経験5年以上

図書館奉仕員 16 124 7.45 214,700円 司書、司書教諭

図書館点字指導員 16 108 6.45 182,700円 視覚障害者1級に該当し、点字の判読・構成能力を有し、高等学校卒業程度の学力のある者

福祉・医療中国語支援相談員 16 124 7.45 221,000円 中国残留邦人等に理解が深く、公的機関において実務経験3年以上

訪問看護指導員 16 124 7.45 242,900円 保健師又は看護師、理学療法士又は作業療法士

在宅介護指導員 16 124 7.45 208,100円 介護福祉士、介護支援専門員、訪問介護員養成研修2級課程修了者

高齢者福祉サービス相談員 16 124 7.45 208,100円 社会福祉士及び介護福祉士、介護支援専門員、保健師、看護師

障害者就労支援専門員 16 124 7.45 222,600円 障害者就労支援の実務経験及び社会福祉士等資格を有する者

精神障害者就労支援員 16 124 7.45 222,600円 精神障害者就労支援の実務経験及び精神保健福祉士

障害者相談支援員 16 124 7.45 222,600円 障害者相談支援専門員

発達障害支援相談員 16 124 7.45 221,000円 社会福祉士、保健師、精神保健福祉士、臨床心理士、臨床発達心理士、又は課程修了且つ実務経験3年

被保護者居宅生活安定化支援員 16 124 7.45 239,700円 保健師又は精神保健福祉士

生活保護受給者就労支援専門員 16 124 7.45 239,700円 公共職業安定所において相談業務経験者又は社会福祉士

被保護者資産調査員 16 124 7.45 239,700円 年金事務所等において相談業務従事経験者又は社会保険労務士

医療券業務嘱託員 16 124 7.45 211,400円 福祉事務所において事務経験又は介護支援専門員等

資産活用管理支援員 16 124 7.45 239,700円 地方自治体勤務経験者又は社会福祉制度に精通した者

生活保護業務支援専門員 16 124 7.45 239,700円 警察官の経歴を有し、暴力への対応、防犯について豊富な知識を有する者

子ども・若者支援員 16 124 7.45 221,000円 学校又は児童相談所又社会福祉法人等での相談援助経験が3年以上、又は経験を通算して5年以上 

要介護認定調査員 16 124 7.45 208,100円 保健師、介護福祉士、介護支援専門員、看護師

要介護認定審査専門員 16 124 7.45 221,100円 保健師又は看護師

介護サービス調査員 16 124 7.45 208,100円 介護支援専門員で実務経験がある者

地域密着型事業所支援員 16 124 7.45 208,100円 実務経験3年

公害保健非常勤職員 16 124 7.45 241,300円 保健師又は看護師

保健事業支援員 16 124 7.45 221,100円 管理栄養士又は保健師　

地域精神保健相談員 16 124 7.45 221,000円 精神保健福祉士又は精神科及び精神障害者施設等ででの相談事業等の経験のある保健師又は看護師

資　　格　　要　　件職　　　名
勤務
日数
（月）

勤務
時間
（月）

勤務
時間
（日）

報酬額
（月額）
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非常勤歯科衛生士 16 124 7.45 221,100円 歯科衛生士

非常勤栄養士 16 124 7.45 221,000円 管理栄養士

助産師 16 124 7.45 242,900円 助産師

放射線技師 16 124 7.45 214,700円 放射線技師

青少年支援専門員 21 124 5.45 225,900円 教員免許・保育士・社会福祉士等、5年以上の児童指導職の経験者

青少年支援員 21 124 5.45 208,100円 教員免許・保育士・社会福祉士等

子ども若者支援ワーカー 16 124 7.45 221,000円 社会福祉士、臨床心理士、精神保健福祉士、又は実務経験3年

ファミリー・サポート・センター事務局アドバイザー 16 124 7.45 208,100円 社会福祉士・保健師・看護師・教諭・保育士等

ひとり親・女性相談員 16 124 7.45 221,000円 社会福祉士、臨床心理士又は公的機関において相談業務経験者

子ども家庭支援専門ワーカー 16 124 7.45 232,200円 子ども家庭支援ワ－カ－と同等以上の職の実務経験を5年以上かつ同資格保持

子ども家庭支援ワーカー 16 124 7.45 214,700円 社会福祉士、保健師、看護師、教諭、保育士、臨床心理士等

子ども家庭支援専門ワーカー（心理職） 16 124 7.45 227,500円 心理職と同等以上の職の事務経験を５年以上かつ臨床心理士資格保持又は大学で心理学を修了した者

子ども家庭支援ワーカー（心理職） 16 124 7.45 214,700円 臨床心理士、大学で心理学を専修する学科又は相当する課程を修了した者

児童虐待対策コーディネーター 16 124 7.45 255,700円 児童福祉司任用資格を有し、実務経験を3年以上又は警察官として勤務経験があり警視庁の推薦がある者等

児童虐待対応協力員 16 124 7.45 221,000円 社会福祉士、保健師、臨床心理士等

子育てアドバイザー 16 124 7.45 208,100円 直近5年以内に地方公共団体等において、児童給付に関する相談業務が6ヶ月以上（職種による）

保育施設指導検査員 16 124 7 208,100円 児童福祉事業に関する実務経験が5年以上あり、保育施設等の指導検査経験がある者

保育所主任調理員 21 124 6～7 221,000円 保育所調理員の実務経験を5年以上及び豊島区立保育所に現在勤務している者

保育所調理員 21日以内 124 6～7 208,100円 調理師、栄養士、調理師法に規定する施設又は営業で1年以上の調理業務経験者

保育所用務員 21日以内 124 6～7 196,500円 認可保育所において1年以上の用務実務経験者

保育所管理作業員 18 124 6～7 196,500円 大工の職務に5年以上従事した経験あり、統括的な立場で作業員管理を経験した者

保育所作業員 16 112 7 167,300円 大工の職務に5年以上従事経験者

短時間保育ヘルパー 13 52 4 89,300円 保育士

保育所看護師 21日以内 124 6～7 221,100円 看護師

まちづくり施設管理員 16 124 7.45 208,100円 まちづくり施設等における相当の知識及び実務経験を有する者

まちづくり専門員 16 124 7.45 225,600円 まちづくり事業における相当の知識及び実務経験を有する者

住宅確保相談員 16 124 7.45 208,100円 直近１年以内に地方公共団体等において、住宅確保に関する相談業務が１年以上

リノベーションまちづくり専門員 21日以内 124 6～7 208,100円 宅地建物取引士資格又は同等知識、又は実務経験3年以上

道路管理巡視員 16 124 7.45 192,800円 警察推薦者

公園・児童遊園巡視員 16 124 7.45 192,800円 警察推薦者

会計審査専門員 16 124 7.45 214,700円 日商簿記2級、日商簿記3級且つ経験3年以上

学校開放指導員 18日程度 124 7 213,000円 学校開放事業について理解と熱意があり、教育委員会が適任と認める者

社会教育指導員 16 124 7.45 208,100円 社会教育主事又は教員免許又は学芸員資格を有する者又は社会教育に関係のある職に3年以上従事経験者

文化財保護専門員 16 124 7.45 214,700円 博物館学芸員資格又は実務経験3年以上又は学識経験を有する者実務経験3年以上

ふくろう・みみずく資料活用専門員 16 124 7.45 208,100円 ふくろう及び美術に関する学識経験を有する者または資料館と同等の施設における実務経験者

学校栄養士 年212日 124 7 208,100円 栄養士

学校看護師 年198日 124 7.30 221,000円 看護師且つ実務経験3年以上

幼稚園指導員（預かり保育・特別支援） 7.45 208,100円 幼稚園教諭

幼稚園指導員（道徳性教育） 16 124 7.45 208,100円 幼稚園教諭

スクール・スキップサポーター 16 124 7.45 236,800円 小・中学校教員、保育士、臨床心理士、看護師のいずれか

学童指導専門員 21 124 5.45 225,900円 教員免許・保育士・社会福祉士等、5年以上の児童指導職の経験者

学童指導員 21 124 5.45 211,400円 教員免許・保育士・社会福祉士等

学校図書館主任司書 16 124 7.45 227,500円 司書資格及び実務経験5年

学校図書館司書 16 124 7.45 214,700円 司書資格

特別支援学級指導員 年212日 124 7 208,100円 教諭免許状又は特別支援学校教諭普通免許状

特別支援教育巡回相談員 16 124 7.45 221,000円 大学院にて特別支援教育に関する課程修了者又は臨床心理士等

主任教育相談員 16 124 7.45 248,800円 臨床心理士資格取得者で教育相談等に関する実務経験が10年以上

教育相談員 16 124 7.45 236,800円 臨床心理士資格

スクールソーシャルワーカー 16 124 7.45 221,000円 社会福祉士又は精神保健福祉士の資格保持者又は経験を有する者

日本語初期指導員 16 124 7.45 208,100円 国等の検定試験に一定の成績を修めた者

日本語指導員 16 124 7.45 208,100円 日本語教育について専門的な知識や能力等を有する者
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